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伊
丹
広
報
３
面

０
９
１
５
０
３
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❶
木
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藤
❸
井
❹
木
❺
木
❻
木
❼
木
❽
藤
❾
井
10
藤
11
井
12
井
13
井

マイナンバーカード
電子証明書の有効期限
切れていませんか
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市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

市
は
、「
伊
丹
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
推
進
計
画
（
改
定
案
）」

に
つ
い
て
、
次
の
通
り
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

▽
公
表
期
間
�
９
月
２４
日
〜
１０
月

２３
日
▽
公
表
場
所
�
市
役
所
４
階
の

住
宅
政
策
課
、同
３
階
の
総
務
課（
行

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
）、
同
１
階
の
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
、
各
支
所
・
分

室
、
く
ら
し
の
プ
ラ
ザ
、
市
民
ま
ち

づ
く
り
プ
ラ
ザ
、「
ふ
ら
っ
と
」
人

権
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
「
こ
と
ば

ぐ
ら蔵
」、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▽
応
募
資

格
�
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者
、

市
内
に
事
務
所
か
事
業
所
が
あ
る

人
、
同
案
件
に
利
害
関
係
が
あ
る

人
。意

見
の
あ
る
人
は
、
住
所
（
市
外

の
場
合
は
勤
務
先
か
学
校
名
も
）、

氏
名
、
意
見
を
書
い
て
、
公
表
期
間

に
直
接（
各
窓
口
の
業
務
時
間
内
）、

各
公
表
場
所
か
郵
送
（
必
着
）
で
〒

６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
住
宅
政

策
課
（
フ
ァ
ク
ス
７８４
・
８
０
４
８
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
も

可
）
へ
。

問
市
住
宅
政
策
課
℡
７８４
・
８
０
６

９
。

◆
パ
ブ
コ
メ
結
果
を
公
表

市
は
、

「
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
改
定
（
案
）」の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
結
果
を
次
の
通
り
公
表
し
ま
す
。

▽
公
表
期
間
�
９
月
１３
日
〜
１０
月

１５
日
▽
公
表
場
所
�
市
役
所
４
階
の

道
路
建
設
課
、同
３
階
の
総
務
課（
行

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
）、
同
１
階
の
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
、
各
支
所
・
分

室
、
く
ら
し
の
プ
ラ
ザ
、
市
民
ま
ち

づ
く
り
プ
ラ
ザ
、「
ふ
ら
っ
と
」
人

権
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
「
こ
と
ば

蔵
」、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。

問
市
道
路
建
設
課
℡
７８４
・
８
０
６

０
。市

政
見
る
聞
く

協
議
会
な
ど

を
開
催

◆
第
２
回
市
空
家
等
対
策
協
議
会

１０
月
３
日
㈭
午
前
１０
時
、
市
役
所
１

階
の
１０１
会
議
室
で
。

議
題
は
「
伊
丹
市
空
家
等
対
策
計

画
（
第
２
次
）
の
中
間
検
証
報
告
に

つ
い
て
」。

定
員
１０
人
。
傍
聴
希
望
者
は
当
日

午
前
９
時
半
ま
で
に
直
接
、
会
場

へ
。
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
市
建
築
指
導
課
℡
７８４
・
８
０
６

５
。

◎
市
総
合
教
育
会
議

１０
月
４
日
㈮

午
後
３
時
半
、
市
役
所
３
階
の
戦
略

会
議
室
で
。

議
題
は
「
伊
丹
市
教
育
大
綱
（
教

育
振
興
基
本
計
画
）
の
改
訂
に
つ
い

て
」。定員

１０
人
。
傍
聴
希
望
者
は
当
日

午
後
３
時
２０
分
ま
で
に
直
接
、
同
３

階
の
市
議
会
事
務
局
前
の
ロ
ビ
ー

へ
。
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
市
政
策
室
℡
７８４
・
８
０
０
７
。

◎
第
３
回
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会

１０
月
１７
日
㈭
午
前
１０
時
、
市
役
所
１

階
の
１０１
会
議
室
で
。

議
題
は
「
第
４
期
伊
丹
市
配
偶
者

等
か
ら
の
暴
力
対
策
基
本
計
画
の
策

定
に
つ
い
て
」
な
ど
。

定
員
５
人
。
傍
聴
希
望
者
は
当
日

午
前
９
時
半
ま
で
に
直
接
、
会
場

へ
。
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
市
男
女
共
同
参
画
課
℡
７８４
・
８

１
４
６
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証

明
書
の
有
効
期
限
は
、
発
行
の
日
か

ら
５
回
目
の
誕
生
日
で
す
。
期
限
の

２
〜
３
カ
月
前
に
、
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
よ
り
更
新
案
内

が
郵
送
さ
れ
る
の
で
、
原
則
、
本
人

が
来
庁
し
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

案
内
の
受
け
取
り
前
で
も
有
効
期

限
の
３
カ
月
前
か
ら
手
続
き
が
で
き

ま
す
。

有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
と
▽
証

明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
▽
健

康
保
険
証
利
用
▽
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
イ
ー

へ
の
ロ
グ
イ
ン
▽
電
子
申
請
（e

�

タ
ッ
ク
ス

Tax

な
ど
）
―
―
な
ど
が
利
用
で
き

ま
せ
ん
。

手
続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
読
み
取
り

可
）
で
確
認
を
。

な
お
、
１２
月
２
日
以
降
現
行
の
健

康
保
険
証
の
発
行
を
終
了
し
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の
健
康
保
険
証

の
利
用
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に
移

行
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保

険
証
利
用
の
問
い
合
わ
せ
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
�®

０
１
２
０
・
９５
・
０
１
７
８
へ
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き

は
事
前
予
約
制
で
す

カ
ー
ド
申
請

・
交
付
、
電
子
証
明
書
の
更
新
、
暗

証
番
号
の
再
設
定
な
ど
は
事
前
予
約

制
で
す
。

予
約
は
２
開
庁
日
前
ま
で
に
▽
予

約
サ
イ
ト
（
下
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

読
み
取
り
可
）
か

ら
予
約
▽
市
市
民

課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
担
当
へ
―

―
申
し
込
み
を
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
サ
ポ

ー
ト
出
張
窓
口

日
時
と
会
場
は
▽

９
月
２２
日
㈷
午
前
１０
時
〜
午
後
５
時

�
ス
ワ
ン
ホ
ー
ル
２
階
フ
リ
ー
ス
ペ

ー
ス
▽
２７
日
㈮
・
２８
日
㈯
の
午
前
１０

時
〜
午
後
５
時
（
荒
天
中
止
）
�
セ

ブ
ン
―

イ
レ
ブ
ン
伊
丹
南
鈴
原
２
丁

目
店
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
の

み
受
け
付
け
。

当
日
直
接
、
会
場
へ
。
い
ず
れ
も

最
終
受
け
付
け
は
午
後
４
時
半
ま

で
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
窓
口
休
日

開
庁

９
月
２９
日
㈰
午
前
９
時
〜
正

午
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課
窓
口

で
。
電
話
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

事
前
予
約
を
。

＊

＊

持
ち
物
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。

問
市
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
担
当
℡
７８４
・
８
１
２
１
。

◆
本
人
通
知
制
度
に
登
録
を

住
民

票
の
写
し
な
ど
の
不
正
取
得
の
抑
止

を
図
る
た
め
、
住
民
票
の
写
し
や
戸

籍
謄
本
な
ど
を
第
三
者
に
交
付
し
た

場
合
、
事
前
登
録
を
し
た
人
に
郵
送

で
交
付
し
た
こ
と

を
知
ら
せ
る
本
人

通
知
制
度
が
あ
り

ま
す
。

対
象
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
左
上
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
読
み
取

り
可
）
で
確
認
を
。

問
▽
制
度
に
関
す
る
こ
と
�
市
同

和
・
人
権
・
平
和
課
℡
７８４
・
８
０
７

７
▽
登
録
手
続
き
に
関
す
る
こ
と
�

市
市
民
課
℡
７８４
・
８
０
３
８
。

住
宅
耐
震
化

促
進
事
業

市
の
住
宅
耐
震
化
促
進
事
業
で

は
、
耐
震
化
工
事
の
費
用
に
対
す
る

補
助
の
ほ
か
、
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
補
助
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
ま

す
。
補
助
制
度
を
活
用
し
、
地
震
に

備
え
て
安
全
な
住
ま
い
に
し
ま
し
ょ

う
。

◎
市
住
宅
耐
震
化
の
費
用
を
助
成

市
は
、
住
宅
の
耐
震
化
を
促
進
す
る

た
め
耐
震
改
修
工
事
費
用
な
ど
の
一

部
を
次
の
通
り
補
助
し
ま
す
。

【
受
付
期
間
】
９
月
２
日
〜
１２
月

１３
日
。

【
補
助
対
象
】
昭
和
５６
年
５
月
３１

日
以
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
（
そ
の

他
条
件
あ
り
）。

�
所
定
の
申
込
用
紙
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接
、
市
建

築
指
導
課
へ
。

耐
震
診
断
や
住
宅
耐
震
化
の
補
助

メ
ニ
ュ
ー
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
下
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
読

み
取
り
可
）
で
確

認
を
。

◎
空
き
家
と
相
続
の
個
別
相
談
会

１０
月
１１
日
㈮
午
後
１
〜
５
時
、
市
役

所
で
。

空
き
家
と
相
続
の
個
別
相
談
会
。

定
員
１０
組
。
無
料
。

�
９
月
１７
日
〜
１０
月
４
日
に
電
話

で
市
建
築
指
導
課
へ
。
先
着
順
。

＊

＊

問
市
建
築
指
導
課
℡
７８４
・
８
０
６

５
。

◆
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催

１０
月
２０
日
㈰
午
後
１
時
半
、
図

ぐ
ら

書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
で
。

内
容
は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
基

礎
知
識
〜
適
正
な
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

と
は
」。
講
演
後
、
個
別
相
談
会
あ

り
（
４
組
、
先
着
順
）。

定
員
５０
人
。
無
料
。

�
市
役
所
４
階
の
住
宅
政
策
課
に

あ
る
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項

を
書
い
て
、
１０
月
１０
日
ま
で
に
郵
送

（
必
着
）
で
〒
６６４
・
８
５
０
３
伊
丹

市
役
所
住
宅
政
策
課
（
℡
７８４
・
８
０

６
９
。
フ
ァ
ク
ス
７８４
・
８
０
４
８
も

可
）
へ
。
先
着
順
。

◆
甲
種
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習
を

開
催

１０
月
１７
日
㈭
午
前
１０
時
、
ス

ワ
ン
ホ
ー
ル
で
。

対
象
・
定
員
は
、
市
内
在
住
・
在

勤
の
①
甲
種
防
火
管
理
者
資
格
か
②

甲
種
防
火
・
防
災
管
理
者
資
格
を
持

つ
５０
人
。

受
講
料
①
２
千
円
②
２
千
５００
円
。

�
市
消
防
局
２
階
の
予
防
課
に
あ

る
所
定
の
用
紙

（
下
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
）
に
必
要

事
項
を
書
き
、
必
要
書
類
を
添
え

て
、
９
月
１７
日
〜
２４
日
午
後
４
時
に

直
接
、
同
課
（
℡
７８３
・
０
７
９
９
）

へ
。
先
着
順
。

◆
井
戸
水
の
利
用
に
つ
い
て

自
宅

な
ど
に
あ
る
井
戸
の
管
理
や
利
用
は

所
有
者
の
責
任
の
も
と
に
行
わ
れ
ま

す
。地

下
水
は
、
周
囲
の
影
響
を
受
け

や
す
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
に
よ
り

気
付
か
な
い
う
ち
に
汚
染
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

自
宅
な
ど
の
井
戸
水
を
飲
用
に
使

用
す
る
こ
と
は
、
で
き
る
限
り
避
け

て
く
だ
さ
い
。

問
市
グ
リ
ー
ン
戦
略
室
℡
７８４
・
８

０
５
４
。

令和６年７月２５日からの
大雨災害義援金に協力を

令和６年７月２５日からの大雨災害の義援金
を次の通り受け付けています。
【金融機関】ゆうちょ銀行
【口座番号】００１５０-４-３２５６４９
【口座名義】日本赤十字社
【振込手数料】ゆうちょ銀行・郵便局窓口で
の取り扱いは無料
【受領証を希望する場合】通信欄に「受領証
希望」と明記
【受付期間】１２月２７日まで

市地域・高年福祉課℡７８４-８０９９


